
◇板橋区木造住宅耐震化助成申請の流れ（工事用）◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎契約内容や工事内容に変更がある場合、変更承認申請が必要となる可能性がありますので、 

その都度、ご相談下さい。 

 

承認通知前の契約行為は、助成対象になりません！ 
重要 

▼以下の流れで、申請を進めて下さい。 

◎   では、区へ申請書類を提出して下さい。 

耐震診断（耐震計画等）の手続き 

（通常作業期間：２～３カ月） 

耐震補強・除却・建替えの承認申請の前に耐震診

断（耐震計画等）が必要になります！！ 

※通常診断の手続きには、２～３カ月を要します。 

区に対し、工事着手報告をします。 

※工事写真の撮り忘れにご注意ください。 

 

指定の口座に振り込まれます。 

助成対象承認申請 

承認対象承認通知 

工事着手報告 

工事着手 

工事完了 

費用支払い 

助成金交付申請 

助成金受取 

契約(工事請負契約) 

区に対し助成対象承認申請をします。 

区から助成対象承認通知を受取ります。 

(助成対象と認められた場合に限ります。) 

助成対象承認後に、工事を契約します。 

※契約書（収入印紙付）の写しを取っておいて下さい。 

申請者が業者に費用を支払います。 

※領収書（収入印紙付）の写しを取っておいて下さい。 

区に対し、完了報告と助成金交付申請をします。 
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